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地震の被害を受けて避難をされているみなさまへ
～税務署からのお知らせ～

国税に関するご相談、申告済みの還付金の支払時期の確認、納税証明

書交付申請書等は、最寄りの税務署 でも受けることができます。  

　青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者の方については、国税に関する申告 ･ 納付等の期

限の延長を行いました｡ この他の地域に納税地のある方についても、交通途絶等により申告・納付等が

困難な方は期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、最寄りの税務署にご相談ください｡ 　

　

　すでに申告を行っている還付金の支払時期等の確認をされる場合は、

最寄りの税務署へお問い合せください｡

　最寄りの税務署でも納税証明書交付申請書を受け付けていますので、ご相談ください。

なお、納税証明書の交付まで多少の日数がかかる場合があります。

　お問い合わせ・連絡先

　北那覇税務署　☎ 877-1324（自動音声にしたがって「２」を選択して下さい）

還付金の支払について

納税証明書の交付について

 軽自動車税は5月31日（火）が納期限です
　納め忘れのないよう、よろしくお願いします。   　

　町税の納付は口座振替を利用すると便利です。なお、町税の納付が遅れた場合は、延滞金が加算されます

のでお早めに納めてください。滞納が続きますと差押等をおこなう場合があります。みんなで納めて豊かな

西原町を築きましょう。納税は国民の三大義務のひとつです。（憲法 30 条）    　

※当初納付書と督促状等で同一期の税金を、重複払いするケースが発生しています。納付期限を過ぎて支　

　払う際は注意しましょう。また、領収書等はまとめて控えていてください。 

納期 第一期 第二期 第三期 第四期税目
町県民税 6 月 30 日 8月 31日 10月 31日 平成 24年 1月 31日

固定資産税 5 月 2日 8月 1日 12月 27日 平成 24年 2月 29日

軽自動車税 5 月 31 日

平成２３年度各税目の納期限

【お問い合わせ】総務部税務課　徴収・収納係　☎９４５－４７２９　　

平成23年度　軽自動車税について平成23年度　軽自動車税について平成23年度　軽自動車税について
平成２３年５月に軽自動車税の納税通知書が送付されます。納期限内の納付にご協力お願いします。

・減免申請書　　・印鑑　　・身体障害者手帳等　　・運転免許証の写し　　・自動車検査証の写し
・平成 23 年度軽自動車税納税通知書

平成２３年５月２４日（火）


